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告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号

地
方
税
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
七
百
条
の
六
の
四
第
九
項
の
規
定
に
よ

り
、
群
馬
県
知
事
、
千
葉
県
知
事
、
神
奈
川
県
知
事
、
静
岡
県
知
事
、
愛
知
県
知
事
、
京
都
府
知
事
、

大
阪
府
知
事
、
和
歌
山
県
知
事
、
岡
山
県
知
事
、
広
島
県
知
事
及
び
沖
縄
県
知
事
か
ら
次
の
者
に
つ

き
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
を
行
っ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県

県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

第
十
四
条
の
二
第
二
項
後

段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号
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氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の

氏

名

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所

の
所
在
地

指
定
取
消

年
月
日

有
限
会
社
萩
原
燃
料
店

萩
原

國
恵

群
馬
県
前
橋
市
関
根
町
一
二

平
成

��･

�･

��

桐
原
石
油
株
式
会
社

井
坂

宏
志

群
馬
県
富
岡
市
宇
田
二
九
の
一

〃

有
限
会
社
岡
三
商
店

渡
辺

富
蔵

千
葉
県
我
孫
子
市
岡
発
戸
六
〇
四

��･

�･

��

株
式
会
社
武
相

吉
村

保
典

神
奈
川
県
厚
木
市
金
田
九
一
六

��･

�･

��

株
式
会
社
浜
松
オ
イ
ル

セ
ン
タ
ー

平
濱

義
浩

静
岡
県
浜
松
市
西
浅
田
一
の
八
の

三
四

��･

�･

��

有
限
会
社
三
洸
石
油

佐
々

洸
三

愛
知
県
一
宮
市
大
字
柚
木
颪
字
大

門
先
三
五
の
一

〃

嵐
鴨
石
油
株
式
会
社

猪
川

益
次

京
都
府
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
大
覚

寺
門
前
六
道
町
七
四

��･

	･

��

大
津
礦
油
株
式
会
社

辻
野

一
彦

大
阪
府
泉
大
津
市
本
町
二
の
一
五

��･

�･

��

有
限
会
社
黒
田
石
油
店

黒
田

安
信

和
歌
山
県
和
歌
山
市
新
在
家
一
六

一

〃

有
限
会
社
荒
木
石
油
店

荒
木

克
己

岡
山
県
岡
山
市
撫
川
九
〇

��･

��･

��

第
一
石
油
株
式
会
社

宮
迫

樽
行

広
島
県
広
島
市
中
区
舟
入
本
町
五

の
一

��･

�･

��

有
限
会
社
拓
邦
産
業

伊
差
川

安
清

沖
縄
県
国
頭
郡
宜
野
座
村
字
漢
那

二
二
八
七
の
一

��･

�･

��

�
�
�
�
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結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号)

第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
十
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
夢

三

代
表
者
の
氏
名

岩
崎

泰
伸

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
岬
台
二
丁
目
二
三
の
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
発
達
障
害
及
び
自
閉
症
の
方
々
に
対
し
有
効
と
思
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
手
法
を
取

り
入
れ
、
一
生
涯
を
通
し
て
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
の
生
活
を
実
現
す
る
た
め
に
包
括
的
な
支
援

事
業
を
行
い
、
誰
も
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
福
祉
社
会
の
構
築
を
目
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
福

祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
清
算
人
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
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名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

あ
い
薬
局
市
民
病
院
前

ニ
コ
ニ
コ
薬
局

八
戸
市
大
字
田
向
字
毘
沙
門
前
一
二
の
一

八
戸
市
大
字
本
鍛
冶
町
二
の
六

平
成
��

･

��･

��

��･

�･

��

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

泊

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
泊
山
一
番
地

一
九

中

村

幸

一

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
七
四
番

地
四
〇

�

塚

金

作

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
泊
山
一
番
地

一
六
一

舘

花

政

藏

平
成
十
六
年
十

月
十
八
日
か
ら

十
一
月
一
日
ま

で

泊
漁
業
協
同

組
合
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同
法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
解
散
し
た
土
手
内
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
清

算
人
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八

条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
八
日

下
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

原

口

健

二

五
所
川
原
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
二
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
五
所
川
原
県
土
整
備
事
務
所
及

び
五
所
川
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
八
日

五
所
川
原
県
土
整
備
事
務
所
長

福

島

孝

二
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氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

室
舘

隆
夫

麦
沢

富
男

沢
田

利
美

四
ツ
谷

昇

竹
内

滋

嶋
影

正
明

広
田

岩
正

広
田

直
光

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
土
手
内
七
四
の
三
〇
三

〃

〃

〃

七
四
の
二
四
八

〃

〃

字
斗
南
岡
二
九
の
七

〃

〃

字
土
手
内
七
四
の
五
八
二

〃

〃

〃

七
四
の
二
九
五

〃

〃

字
斗
南
岡
二
四

〃

〃

字
土
手
内
七
四
の
二
四

〃

〃

〃

七
四
の
二
六

平
成
��

･

��･

�

〃〃〃〃〃〃〃

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

五
所
川
原
市
字
鎌
谷
町
五
一

一
の
五

三
〇
・
三
三
メ
ー
ト
ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成

��･

��･

�
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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